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ミ ラ イ アル株式会社定款 

 
第 １  章 総  則 

 

( 商 号)  

第１ 条 当会社は、 ミ ラ イ アル株式会社と 称し 、 英文ではMi rai al  Co. ,  Ltd. と 表示す

る 。  

 

( 目 的)  

第２ 条 当会社は、 次の事業を営むこ と を目的と する 。  

１ ．  合成樹脂製品の製造販売 

２ ．  合成樹脂製品用金型の製造販売 

３ ．  半導体、 液晶、 エレ ク ト ロ ルミ ネッ センス 等の製造販売 

４ ．  半導体試験装置、 半導体検査装置およ び半導体搬送装置を含む半導体製造装 

置の製造販売 

５ ．  環境にかかる 水、 ガス 等の浄水処理装置等の製造販売 

６ ．  太陽光等の再生可能エネルギーによ る 発電およ び売電事業  

７ ．  損害保険代理業 

８ ．  不動産の賃貸、 管理 

９ ．  警備業法に基づく 警備事業 

１ ０ ． 労働者派遣法に基づく 労働者派遣事業 

１ １ ． 前各号に付帯関連する 一切の事業 

 

( 本店の所在地)  

第３ 条 当会社は、 本店を東京都豊島区に置く 。  

 

( 機 関）  

第４ 条 当会社は、 株主総会およ び取締役のほか、 次の機関を置く 。  

    （ 1） 取締役会 

    （ 2） 監査等委員会 

    （ 3） 会計監査人 

 

( 公告方法)  

第５ 条 当会社の公告方法は、 電子公告と する 。 ただし 、 事故その他やむを得ない事由に 

よ って電子公告によ る 公告をする こ と ができ ない場合は、 日本経済新聞に掲載し て

行う 。  

 

 

第 ２  章 株  式 
 

( 発行可能株式総数)  

第６ 条 当会社の発行可能株式総数は、 ２ ， ８ ８ ０ 万株と する 。  

 

( 単元株式数)  

第７ 条 当会社の単元株式数は、 １ ０ ０ 株と する 。  

 

（ 自己の株式の取得）  

第８ 条 当会社は、 会社法第165条第２ 項の規定によ り 、 取締役会の決議によ って、 市場
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取引等によ り 、 自己の株式を取得する こ と ができ る 。  

（ 単元未満株式についての権利）  

第９ 条 当会社の株主は、 その有する 単元未満株式について、 次に掲げる 権利以外の権利

を行使する こ と ができ ない。  

  （ 1） 会社法第189条第２ 項各号に掲げる 権利 

  （ 2） 会社法第166条第１ 項の規定によ る 請求をする 権利 

  （ 3） 株主の有する 株式数に応じ て募集株式の割当ておよ び募集新株予約権の割当て

を受ける 権利 

 

( 株主名簿管理人)  

第１ ０ 条 当会社は、 株主名簿管理人を置く 。  

② 株主名簿管理人およ びその事務取扱場所は、 取締役会の決議によ って定める 。  

③ 当会社の株主名簿およ び新株予約権原簿の作成なら びにこ れら の備置き その他

の株主名簿およ び新株予約権原簿に関する 事務は、 こ れを株主名簿管理人に委託

し 、 当会社においては取扱わない。  

 

( 株式取扱規程)  

第１ １ 条 当会社の株式に関する 取扱いは、法令ま たは本定款のほか、取締役会において定

める 株式取扱規程によ る 。  

 

 

第 ３  章 株 主 総 会 
 

( 株主総会の招集)  

第１ ２ 条 当会社の定時株主総会は、 毎年４ 月にこ れを招集し 、 臨時株主総会は、 必要あ

る と き に随時こ れを招集する 。  

 
(定時株主総会の基準日) 

第１ ３ 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、 毎年１ 月３ １ 日と する 。  

 
( 招集権者およ び議長)  

第１ ４ 条 株主総会は、 取締役社長がこ れを招集し 、 議長と なる 。  

② 取締役社長に事故がある と き は、 取締役会においてあら かじ め定めた順序に従

い、 他の取締役が株主総会を招集し 、 議長と なる 。  

 

（ 株主総会参考書類等の電子提供措置）  

第１ ５ 条 当会社は、 株主総会の招集に際し 、 株主総会参考書類等の内容である 情報につ

いて、 電子提供措置をと る も のと する 。  

   ② 当会社は、 電子提供措置事項のう ち法務省令で定める も のの全部ま たは一部に

ついて、 書面の交付を請求し た株主に対し て交付する 書面に記載する こ と を要し

ないも のと する 。  

 

( 株主総会の決議の方法)  

第１ ６ 条 株主総会の決議は、 法令ま たは本定款に別段の定めがある 場合を除き 、 出席し

た議決権を行使する こ と ができ る 株主の議決権の過半数をも って行う 。  

   ② 会社法第309条第２ 項に定める 決議は、 議決権を行使する こ と ができ る 株主の

議決権の３ 分の１ 以上を有する 株主が出席し 、 その議決権の３ 分の２ 以上をも っ

て行う 。  
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( 議決権の代理行使)  

第１ ７ 条 株主は、 当会社の議決権を有する 他の株主１ 名を代理人と し て、 その議決権を

行使する こ と ができ る 。  

② 株主ま たは代理人は、 株主総会毎に代理権を証明する 書面を当会社に提出し な

ければなら ない。  

 

( 株主総会の議事録)  

第１ ８ 条 株主総会における 議事の経過の要領およ びその結果なら びにその他法令に定め

る 事項については、 こ れを議事録に記載ま たは記録する 。  

 

 

第 ４  章 取締役およ び取締役会 
 

( 員 数)  

第１ ９ 条 当会社の取締役（ 監査等委員である 取締役を除く 。 ） は、 １ ０ 名以内と する 。  

② 当会社の監査等委員である 取締役は５ 名以内と する 。  

 

( 選任方法)  

第２ ０ 条 取締役は、 監査等委員である 取締役と それ以外の取締役と を区別し て株主総会

において選任する 。  

② 取締役の選任決議は、 議決権を行使する こ と ができ る 株主の議決権の３ 分の１

以上を有する 株主が出席し 、 その議決権の過半数をも って行う 。  

③ 取締役の選任決議は、 累積投票によ ら ないも のと する 。  

 

( 任 期)  

第２ １ 条 取締役（ 監査等委員である 取締役を除く 。 ） の任期は、 選任後１ 年以内に終了

する 事業年度のう ち最終のも のに関する 定時株主総会の終結の時ま でと する 。  

② 監査等委員である 取締役の任期は、 選任後２ 年以内に終了する 事業年度のう ち

最終のも のに関する 定時株主総会の終結の時ま でと する 。  

③ 任期の満了前に退任し た監査等委員である 取締役の補欠と し て選任さ れた監査

等委員である 取締役の任期は、 退任し た監査等委員である 取締役の任期の満了す

る 時ま でと する 。  

④ 補欠の監査等委員である 取締役の選任に係る 決議の効力は、 当該決議のあった

株主総会後、 ２ 年後の定時株主総会の開始の時ま でと する 。  

 

( 代表取締役およ び役付取締役)  

第２ ２ 条 取締役会は、 その決議によ って取締役（ 監査等委員である 取締役を除く 。 ） の

中から 代表取締役を選定する 。  

② 取締役会は、 その決議によ って取締役（ 監査等委員である 取締役を除く 。 ） の

中から 取締役会長、 取締役社長各１ 名、 取締役副社長、 専務取締役、 常務取締役

各若干名を定める こ と ができ る 。  

 

( 取締役会の招集権者およ び議長)  

第２ ３ 条 取締役会は、 法令に別段の定めがある 場合を除き 、 取締役社長が招集し 、 議長

と なる 。  

② 取締役社長に事故がある と き は、 取締役会においてあら かじ め定めた順序に従

い、 他の取締役が取締役会を招集し 、 議長と なる 。  
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( 取締役会の招集通知)  

第２ ４ 条 取締役会の招集通知は、 会日の３ 日前ま でに各取締役に対し て発する 。 ただ

し 、 緊急の必要がある と き は、 こ の期間を短縮する こ と ができ る 。  

② 取締役全員の同意がある と き は、 招集の手続を経ないで取締役会を開催する こ

と ができ る 。  

 

( 取締役会の決議方法)  

第２ ５ 条 取締役会の決議は、 議決に加わる こ と ができ る 取締役の過半数が出席し 、 出席

し た取締役の過半数をも って行う 。  

 

( 取締役会の決議の省略)  

第２ ６ 条 当会社は、 会社法第370条の要件を充たし たと き は、 取締役会の決議があった

も のと みなす。  

 

( 重要な業務執行の決定の委任)  

第２ ７ 条 当会社は、 会社法第399条の13第６ 項の規定によ り 、 取締役会の決議によ って

重要な業務執行（ 同条第５ 項各号に掲げる 事項を除く 。 ） の決定の全部ま たは一

部を取締役に委任する こ と ができ る 。  

 

( 取締役会の議事録)  

第２ ８ 条 取締役会における 議事の経過の要領およ びその結果なら びにその他法令に定め

る 事項については、 こ れを議事録に記載ま たは記録し 、 出席し た取締役がこ れに

記名押印ま たは電子署名する 。  

 

( 取締役会規程)  

第２ ９ 条 取締役会に関する 事項は、 法令ま たは本定款のほか、 取締役会において定める

取締役会規程によ る 。  

 

( 報酬等)  

第３ ０ 条 取締役の報酬、 賞与その他の職務執行の対価と し て当会社から 受ける 財産上の

利益（ 以下、 「 報酬等」 と いう 。 ） は、 監査等委員である 取締役と それ以外の取

締役と を区別し て、 株主総会の決議によ って定める 。  

 

( 取締役の責任免除)  

第３ １ 条 当会社は、 会社法第426条第1項の規定によ り 、 任務を怠ったこ と によ る 取締役

（ 取締役であった者を含む。 ） の損害賠償責任を、 法令の限度において、 取締役

会の決議によ って免除する こ と ができ る 。  

② 当会社は、 会社法第427条第1項の規定によ り 、 取締役（ 業務執行取締役等であ

る も のを除く 。 ） と の間に、 任務を怠ったこ と によ る 損害賠償責任を限定する 契

約を締結する こ と ができ る 。  

ただし 、 当該契約に基づく 責任の限度額は、 １ ０ 万円以上であら かじ め定めた

金額ま たは法令が規定する 額のいずれか高い額と する 。  

 

第 ５  章 監査等委員会 
 

( 監査等委員会の権限)  

第３ ２ 条 監査等委員会は法令に定めのある 事項を決定する ほか、 その職務遂行のために
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必要な権限を行使する 。  

 

( 常勤の監査等委員）  

第３ ３ 条 監査等委員会は、 その決議によ って常勤の監査等委員を選定する こ と ができ

る 。  

 

 

 

( 監査等委員会の招集通知)  

第３ ４ 条 当会社の監査等委員会の招集通知は、 会日の３ 日前ま でに各監査等委員に対し

て発する 。 ただし 、 緊急の必要がある と き は、 こ の期間を短縮する こ と ができ

る 。  

② 監査等委員の全員の同意がある と き は、 招集の手続き を経ないで監査等委員会

を開催する こ と ができ る 。  

 

( 監査等委員会の決議方法)  

第３ ５ 条 監査等委員会の決議は、 議決に加わる こ と ができ る 監査等委員の過半数が出席

し 、 その過半数をも って行う 。  

 

( 監査等委員会の議事録)  

第３ ６ 条 監査等委員会における 議事の経過の要領およ びその結果なら びにその他法令に

定める 事項については、 こ れを議事録に記載ま たは記録し 、 出席し た監査等委員

がこ れに記名押印または電子署名する 。  

 

( 監査等委員会規則）  

第３ ７ 条 監査等委員会に関する 事項は、 法令ま たは本定款のほか、 監査等委員会におい

て定める 監査等委員会規則によ る 。  

 

第 ６  章 計  算 
 

( 事業年度)  

第３ ８ 条 当会社の事業年度は、 毎年２ 月１ 日から 翌年１ 月３ １ 日ま での１ 年と する 。  

 

( 剰余金の配当の基準日)  

第３ ９ 条 当会社の期末配当の基準日は、 毎年１ 月３ １ 日と する 。  

 

( 中間配当)  

第４ ０ 条 当会社は、 毎年７ 月３ １ 日を基準日と し て、 取締役会の決議によ って中間配当

をする こ と ができ る 。  

 

( 配当金の除斥期間)  

第４ １ 条 配当財産が金銭である 場合は、 その支払開始の日から 満３ 年を経過し ても なお

受領さ れないと き は、 当会社はその支払義務を免れる 。  
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附則 

(監査役の責任免除に関する 経過措置) 

第 １  条 当会社は、 会社法第426条第１ 項の規定によ り 、 第48回定時株主総会において

決議さ れた定款一部変更の効力が生ずる 前の任務を怠ったこ と によ る 監査役（ 監

査役であった者を含む。） の損害賠償責任を、 法令の限度において、 取締役会の

決議によ って免除する こ と ができ る 。  

 


